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第２回府中市住宅マスタープラン検討協議会主な意見への対応一覧 
 

 章・項目 頁 主な意見 対応 

１ 第 2章 

２ 府中市の住ま

いづくりの現状 

18 

19 

住宅建築、ストックに関する基礎調査の中で、住宅タイプと家

族構成別のボリュームを示す、住宅双六を表すようなデータ

分析がほしい。 

データ分析に、「⑧世帯類型別の所有の状況（借家・持ち

家）」、「⑨世帯類型別の所有の状況（借家の内訳）」、「⑪世

帯類型別の建て方の状況」の分析を追加。 

２ 第 2章 

３ 第３次計画の

進捗（達成）状

況 

２６ 

 

「第３次計画の進捗（達成）状況」で「取組なし」と評価された

２つの事業について、第４次計画の中で展開されていく事業

であるなら、その旨を記載しておく方が良いと思う。取組の無

かった事業はどうなるのかという疑問が出てくるのではない

か。 

基本方針３の説明文において、「取組なし」と評価した２事業

は新規・拡充事業として実施できなかったため当該評価とし

たが、関連する取組は従来から継続的に実施していることを

追記。 

３ 第 2章 

４ 府中市の住ま

いづくりの課題

と取り組むべき

方向性 

３４ 空き家対策など、第３次計画にはなく第４次計画に新たに入

れる取組は、その旨を明示したほうが良い。 

マンションの適正管理の促進、空き家の発生抑制及び利活

用の促進について、それぞれの課題において、新たに施策を

位置付ける旨を追記。 

４ 第 2章 

４ 府中市の住ま

いづくりの課題

と取り組むべき

方向性 

 

第 3章 

３ 住宅施策の基

本方針 

４ 計画の体系 

３４ 

３５ 

３９ 

４０ 

基本方針２における施策の展開で、環境に関連する施策が３

番目となっているが、現下の世界的な気候変動対策の潮流

を踏まえると、もう少し積極的な位置付けがなされても良い

かと思う。 

課題４「高質な住まいづくりの促進」を課題２に移すとともに、

対応する施策の展開「環境に配慮した良質な住宅ストックの

形成」の位置付けを、基本方針２の（３）から（１）に変更。 

基本方針２は、「安全で良質な住宅ストックの形成と地域循

環」とすべき。また、課題と基本方針との関連について、課題

５「空き家等発生の抑制・利活用の促進」は基本方針２に関

連するよう位置付けを修正するとともに、各種相談や、住み

替えの誘導や循環的に地域に住むための「地域住宅双六」を

含めるべき。 

課題５「空き家等の発生の抑制・利活用の促進」を課題４「空

き家の利活用の促進・既存住宅の流通促進」に修正するとと

もに、対応する施策の展開「空き家対策による地域活性化」

及び関連する施策の展開「多世代がともに暮らしやすい住

環境の整備」の位置付けを、基本方針３の下から２の下に変

更。 

また、基本方針２は「安全で良質な住宅ストックの形成と地

域循環」に修正し、その説明や施策の展開の中で、世代をこ

えて承継されうる住宅ストックの循環の考え方及び地域の中

での循環的な住み替えの促進の方針を提示。 

課題と基本方針との関連について、「課題２ 災害等に強い

住環境の形成」は、基本方針３に関連するよう位置付けを修

正するべき。 

課題２「災害等に強い住環境の形成」を課題５に移すととも

に、対応する施策の展開「災害に強い安全な住宅ストックの

形成」の位置付けを、基本方針２の下から３の下に変更。 

資料２ 
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 章・項目 頁 主な意見 対応 

５ 第 3章 

１ 基本理念・ 目

標像 

３７ キーワードとして、「みんなが」では、多様な人々が住むという

こと、また、「住み続けたい」では、特定の住宅ではなく、府中

の街の中で引っ越しながらも住み続けたいとうことが重要で

はないか。 

基本理念案を「未来につながる みんなが住みたい・住み続

けたいまち 府中」とし、基本理念を踏まえた目標像を追記。 

住まいを考えた時に、安心・安全に暮らせることは誰にとって

も大切なことだと思う。イメージ例Ａ「みんなが笑顔 安全・安

心に暮らせる 府中の住まいづくり」はまちづくりの視点が盛

り込まれていて、第４次計画の方向性にも合っているのでは

ないか。その中でも、「住まいづくり」は、普遍的なものとして

第４次計画の基本理念にも盛り込みたいが、一見すると個人

の家づくりをイメージしてしまう。住みやすい社会をつくる、コ

ミュニティをつくることも含めたイメージが伝わるか気になる

が、その点は基本方針に盛り込まれているので、基本理念は

イメージ例Ａで良いと思う。 

イメージ例Ｂ「未来につながる 住みたい・住み続けたいまち

府中」は、「未来につながる」のフレーズが時間的な拡がりを

感じさせ、良いと思う。これをもう少し積極的な表現で膨らま

せ、未来に向けて、“みんなの力を結集して府中を安全・安心

なまちのトップランナーにすること”を目指す基本理念として、

「未来につなげよう 安らぎの住まいと笑顔の暮らし みんな

の力で府中から」を提案する。 

国や都においても、人口の減少や気候変動など、持続可能性

が住宅政策に限らずあらゆる施策で強く意識されており、

「未来につながる」というキーワードが入っているイメージ例Ｂ

が適当と思う。 

過去には不動産ポータルサイトのアンケートで「住み続けた

い街」ランキングで上位に入ったこともあり、府中市民が自分

の住む街に満足度やプライドが持てるワードが入っている、イ

メージ例Ｂが良いと思う。 

イメージ例Ｃ「住みたい 住み続けたい みんなが幸せに暮ら

せるまち 府中」の「みんなが幸せ」は、個人の幸せの定義が

難しく抽象的すぎると思う。 
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 章・項目 頁 主な意見 対応 

６ 第 4章 

１ 重層的な住宅

セーフティネット

制度の推進 

42 

43 

「居住支援」とは、物理的な住まいの確保という意味だけでは

なく、そこで生活を安定して継続していけることが重要であ

り、そのための福祉・保健・医療などの連携体制づくりが必要

となることを記載していただければと思う。 

施策の展開（１）「住宅確保要配慮者の居住支援」の各具体

的な施策において、住宅部門と福祉部門の連携による相談・

支援体制の充実について記載。 

住まいへの施策については、国レベルでも国土交通省と厚生

労働省が一体化で様々な取組を行っており、府中市で施策

検討する際も、様々な行政が縦割りの垣根を越えて取り組

むことが急務と思われる。 

７ 第 4章 

１ 重層的な住宅

セーフティネット

制度の推進 

４２ 第４次計画では、住宅確保要配慮者への対応としてこの基本

方針が非常に重要であると思う。生きづらさを抱えている人

は、住宅確保だけでなく多様な困りごとを抱えていることが

考えられるので、セーフティネット制度の活用は、住宅問題が

入口であっても、地域の様々な課題に対応できるネットワー

クが必要だと思われる。 

住宅のみの問題なのか他の相談も含まれているのかを整理

することから始め、その時々の課題に対応できるよう連携し、

個々の相談に対し共に動けるようなネットワーク作りができる

ことが理想だと思う。 

施策の展開（１）「住宅確保要配慮者の居住支援」の具体的

な施策①「住宅確保要配慮者への相談体制の構築」におい

て、住宅部門と福祉部門の連携及び入居時から入居後の生

活までを一体的に支援できるような体制の充実について記

載。 

８ 第 4章 

１ 重層的な住宅

セーフティネット

制度の推進 

４３ 「市営住宅等の適正な維持管理」とは、建物のみではなく、そ

こに暮らしている住民の生活にも目を向けていく必要があ

る。「住宅は住宅部署の担当」、「生活は福祉部署の担当」と

縦割りになることなく、両者が連携・協働して当たっていくこ

とが求められる。 

市営住宅の居住者についても、その他の住宅に居住する

方々と同様、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよ

う、施策の展開（１）「住宅確保要配慮者の居住支援」の具体

的な施策④「高齢者等の居住の安定の確保」において、地域

で支える支援体制の充実について記載。 

９ 第 4章 

２ 安全で良質な

住宅ストックの

形成と地域循環 

４５ 東京都の住宅政策審議会では、マンションの「２つの高齢化」

（住民の高齢化、建物の老朽化）が課題となっており、この二

つの点にも留意していく必要がある。 

施策展開の基本的な考え方に「二つの老い」を記載し、これ

に基づき、マンションの適正管理と円滑な再生の促進に関す

る具体的な施策をそれぞれ設定。 

１０ 第 4章 

２ 安全で良質な

住宅ストックの

形成と地域循環 

 

４6 安全で良質な住宅ストック形成とは、どのような良質を意味

するのか。 

施策の展開（１）「環境に配慮した良質な住宅ストックの形成」

において、施策の展開方針を記載。 
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 章・項目 頁 主な意見 対応 

１１ 第 4章 

２ 安全で良質な

住宅ストックの

形成と地域循環 

４７ マンションの適正管理に関して、具体的な施策に「マンション

の管理不全の予防」が掲げられているが、実際には、管理不

全に陥ってしまったマンションもあろうかと思うので、ここは

「マンションの管理不全の予防・解消」とするのが適当と思う。 

 

具体的な施策を「マンションの管理不全の予防・改善」に修

正し、施策の展開（２）「マンションの適正管理」の下に位置付

け。 

１２ 第 4章 

２ 安全で良質な

住宅ストックの

形成と地域循環 

４８ マンションの適正管理と併せて、バリアフリー改修や建替え

などマンションの再生の視点があると良い。 

施策の展開（２）「マンションの適正管理」の具体的な施策②

「老朽マンションの再生促進」において、マンション耐震化や

マンション再生に係る支援について記載。 

１３ 第 4章 

２ 安全で良質な

住宅ストックの

形成と地域循環 

４８ 

５０ 

コロナ感染症の拡大が市民の住宅に対するニーズや選択に

与えた変化（テレワークの普及や新しい日常の浸透など）を

踏まえた施策があっても良いかと思う。 

施策の展開（３）「空き家対策による地域活性化」及び（４）「多

世代がともに暮らしやすい住環境の整備」において、コワー

キングスペースやテレワーク等、「新しい日常」にも対応した

職住一体の居住環境整備に関する検討や情報提供につい

て記載。 

１４ 第 4章 

２ 安全で良質な

住宅ストックの

形成と地域循環 

 

３  住まいとまち

づくりの一体的

な推進 

４８

５４ 

空き家対策については、個々の空き家対策に留まらず、面的

なまちづくりの中での空き家対策という視点もあっても良い

かと思う。例えば、まちづくりとの連携という観点からは、空き

家を住み替えだけでなく、多様な用途で活用するため、地区

計画などの都市計画手法や建築基準法の用途許可の活用

なども検討に値すると思う。 

施策の展開（３）「空き家対策による地域活性化」の具体的な

施策①「空き家の利活用の促進」において、空き家の利活用

を支援する仕組みの構築に向け、様々な手法を検討するこ

とを記載。 

（基本方針３「住まいづくりとまちづくりの一体的な推進」の

施策の展開（２）「まちづくりと一体となった住宅の供給」の具

体的な施策②「多様な世代や人が集う空間や機会の創出支

援」においても同様） 

１５ 第 4章 

３  住まいとまち

づくりの一体的

な推進 

５３ マンションや大規模住宅団地の再生（建替え）などは、ほとん

ど大手建築デベロッパーが主導で行っており、「建築」が目的

になりその後のまちづくりの視点が充分なのか不安である。

一定規模以上の団地や集合住宅の建替えの場合、府中市な

どが主導で、まちづくりの視点を入れた建替協議会等を時限

的に設置する義務などを市条例等で出来ないか。 

 

 

 

 

施策の展開（２）「まちづくりと一体となった住宅の供給」の具

体的な施策①「大規模住宅団地の再生に伴う住環境整備」

及び③「良好で魅力ある住環境の形成」において、大規模団

地の再生等の際の既存の条例・制度等を活用した良好な住

環境の形成等について記載。 



5 

 

 章・項目 頁 主な意見 対応 

１６ 第 4章 

３  住まいとまち

づくりの一体的

な推進 

５３ 大規模住宅団地の再生の際には、ぜひ居住者のコミュニティ

の再生にも目を向けてもらいたい。都営住宅の再生では、従

来のコミュニティが崩れて、居住者同士の交流がなくなって

しまう事例が散見される。 

施策の展開（２）「まちづくりと一体となった住宅の供給」の具

体的な施策①「大規模住宅団地の再生に伴う住環境整備」

において、マンションや大規模住宅団地の居住者間及び地

域とのコミュニティの形成について記載。 

１７ 第 4章 

３  住まいとまち

づくりの一体的

な推進 

５３ 

５４ 

最近では、マンションの価値は管理体制が重要との認識が浸

透してきており、近年建てられたマンションは適正に管理され

ているが、その分住民は管理会社などに全て依存し、地域の

コミュニティとの関わりを持とうとしない傾向にある。市内の

既存の自治会も、新しい住人と積極的に関わろうとする意識

が低い気がするので、地域内でコミュニティの分断が起きて

いるように見える。災害への備えや避難の方法など、マンショ

ン住民ともコミュニケーションをしっかり取れる自治会体制の

バックアップが必要かと思う。 

施策の展開（２）「まちづくりと一体となった住宅の供給」の具

体的な施策①「大規模住宅団地の再生に伴う住環境整備」

及び②「多様な世代や人が集う空間や機会の創出支援」に

おいて、コミュニティの形成や、地域交流の場の提供の支援

等について記載。 

 

１８ 第 4章 

３  住まいとまち

づくりの一体的

な推進 

 

１ 重層的な住宅

セーフティネット

制度の推進 

５４ 

４２ 

４３ 

住みやすさは、個人の住居だけの問題でなくコミュニティが

伴ってこそだということが伝わることが必要だと思う。コミュ

ニティ形成に関する課題や生きづらさの背景には孤立がある

ことから、孤立を防ぐような施策まで、部署に関係なく、安心

して住める住宅のための総合的な計画になると良い。 

施策の展開（２）「まちづくりと一体となった住宅の供給」の具

体的な施策①「大規模住宅団地の再生に伴う住環境整備」

及び②「多様な世代や人が集う空間や機会の創出支援」に

おいて、コミュニティの形成や、地域交流の場の提供の支援

等について記載。 

また、基本方針１「重層的な住宅セーフティネット制度の推

進」の施策の展開（１）「住宅確保要配慮者の居住支援」の各

具体的な施策において、住宅部門と福祉部門の連携による

相談・支援体制の充実について記載。 

１９ 第 4章 

３  住まいとまち

づくりの一体的

な推進 

５３ 

５４ 

安心して住める住生活はコミュニティが伴って成り立つとい

うというような、こんなメッセージが伝わる計画になると良い

と思う。既に人が住む中でハード面を整えることは難しいが、

住む人の意識を変えていくことで孤立が減ったり誰もが暮ら

しやすいまちにつながる、そのことを理解し実践することが、

一人ひとりの住生活を基本とした施策やまちづくりに大切で

ある。この計画の内容を関係者など一部の人だけでなく、広

く住民に正しく伝えることで計画を活かすことができると思

う。 

施策の展開（２）「まちづくりと一体となった住宅の供給」の具

体的な施策①「大規模住宅団地の再生に伴う住環境整備」

及び②「多様な世代や人が集う空間や機会の創出支援」に

おいて、コミュニティの形成や、地域交流の場の提供の支援

等について記載。 

また、計画策定後の進行管理については、次回検討協議会

で内容を盛り込んでいく。 

 


